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１ 業務名 

苫小牧市営住宅管理業務委託 

 

２ 審査、評価及び選定 

（１）選定委員会の設置 

企画提案書の審査、評価及び選定は、苫小牧市営住宅管理業務委託業者選定委員会 

（以下「選定委員会」という。）を設置して行う。 

 

３ ヒアリングの実施 

（１）ヒアリングは、令和８年７月１日(予定)に、苫小牧市役所にて行うものとするが、

開始時間及び実施場所は、別途通知する。 

（２）ヒアリングは、１者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は３０分以内とする。

(提案書説明２０分、質疑応答１０分を予定) 

（３）ヒアリングは、非公開とする。 

（４）ヒアリングの内容は、提出のあった提案内容に基づくものとする。 

なお、資料の追加提出は認めない。 

（５）ヒアリングにおいては、企画提案書では、説明が難しい点やアピールしたい点につ

いて行うこと。この説明においては、プロジェクター及びスクリーンを使用すること

ができる。 

また、プロジェクター及びスクリーンは当市で用意可能だが、その際は、あらかじ

め担当部署に連絡し、パソコン等その他機材については提案者が用意すること。 

（６）ヒアリングの説明者は、補助者を含めて３名までとする。 

（７）ヒアリングを欠席した場合は、企画提案書の審査、評価及び選定から除外する。 

（８）選定委員会の委員が、評価採点を行う。 

 

４ 評価基準 

（１）企画提案書及びヒアリング等により、別紙で示す評価基準に基づき審査及び評価を

行う。 

（２）失格事由 

別紙に示す評価基準において、次のいずれかに該当する場合は、受託候補者に選定

しない。 

ア 審査項目（２）業務遂行に関する項目の評価点の小計が配点の６割に満たない

場合 

イ 評価点の合計が配点の６割に満たない場合  
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５ 結果通知 

苫小牧市営住宅管理業務委託に関する公募型プロポーザル要領「１５結果の通知・公

表」のとおり  
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別紙 


